
船舶事故調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 令和元年８月１３日 １５時３３分ごろ 

発生場所 北海道洞爺湖
と う や こ

町洞爺湖 

 南幌
みなみほろ

別
べつ

三等三角点から真方位２４８°１,０４０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°３８.２′ 東経１４０°５０.５′） 

事故の概要  水上オートバイCONTESSA
コ ン テ ッ サ

Ⅲは、遊走中、水上オートバイULTRA
ウ ル ト ラ

 310

L X
エルエックス

がえい
．．

航していた浮体から落水した搭乗者に接触し、搭乗者が

負傷した。 

事故調査の経過 令和元年８月２０日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ ULTRA 310LX、０.１トン 

   ２００－４０４１５北海道、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ CONTESSAⅢ、５トン未満（長さ２.７ｍ） 

   ２００－３２８８７北海道、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、特殊小型 

船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 軽傷 １人（浮体の搭乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、搭乗者３人が乗った‘トーイン

グチューブと称する浮体’（以下「本件浮体」という。）をロープでえ
．

い
．
航しながら、約２０km/h の対地速力で南進していた。 

搭乗者の１人（以下「搭乗者Ａ」という。）は、Ａ船が左に旋回を

開始したところ、身体を支えることができなくなって落水し、後続し

ていたＢ船が接触して頭部に裂傷を負った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、本件浮体から搭乗者が落水した

場合に備える目的で、本件浮体を約２０ｍ後方から追走して南進中、

Ａ船が左に旋回を開始し、本件浮体が遠心力で振られてＢ船の右前方

に進出してきたので、その動きに合わせて右に針路を転じていたとこ

ろ、本件浮体から落水した搭乗者Ａに接触した。 

分析  Ｂ船は、Ａ船がえい
．．

航していた本件浮体の後方約２０ｍ付近を追走

したことから、本件浮体から落水した搭乗者Ａを避けることができず

に接触し、搭乗者Ａが負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、Ａ船がえい
．．

航していた本件浮体の後方約２０ｍ

付近を追走したため、本件浮体から落水した搭乗者Ａを避けることが



できずに接触したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの操縦者は、トーイングボートなどの被引浮体に

追従する場合、十分な距離をとるとともに、搭乗者が落水しても

接触しない針路とすること。 

 


